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内容主務日付No

地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化に関する共通機能等技術要件検討会
データ連携ワーキングチーム
申請管理ワーキングチーム
宛名管理ワーキングチーム

デジタル庁
令和４年10月12日

～
令和５年２月１日

1

標準仕様の指定都市における課題等検討会デジタル庁令和４年11月８日2

ガバメントクラウド利用に係る地方公共団体向け説明資料等の提供について
・【別紙１】ガバメントクラウド利用に係る地方公共団体向け説明資料
・【別紙２】R5年度早期利用開始団体向けガバメントクラウド利用開始申請 ／アカウント申請
・【別紙３】ガバメントクラウド概要解説
・【別紙４】ガバメントクラウド手続き概要
・【別紙５】ガバメントクラウド利用概要（AWS編）

デジタル庁令和４年12月13日3

「自治体DX推進手順書」等の改定
・自治体DX推進手順書の概要
・自治体DX全体手順書【第 2.1版】
・自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書【第 2.0 版】
・自治体の行政手続のオンライン化に係る手順書【第2.0版】
・自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書【第2.0版】

総務省令和５年１月20日4

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務
を定める政令の一部を改正する政令（案）及び地方公共団体情報システムの標準化に関する
法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省
令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令（案）に対する意見募集

総務省令和５年２月４日5

地方公共団体情報システムにおける文字要件の運用に関する検討会デジタル庁令和５年２月20日6

「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】各論（案）」に関する
意見照会

デジタル庁令和５年２月21日7

「データ要件・連携要件標準仕様書（文字要件抜粋）改定案」に関する意見照会デジタル庁令和５年２月22日8

「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書【第2.0版】（案）」に関する意見照会
「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書【第2.0版】総論（案）」に関する
意見照会

デジタル庁令和５年２月28日9

1

最新の動向（令和４年10月以降）
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第2.1版案への反映内容と残課題

検討時期

検討の概要検討の論点No ２
月
WT

11
月
WT

10
月
WT

【対応完了】
介護保険システムの機能の一部を切り出して調達する場合
について、介護保険業務内で個別機能システム（サブユニ
ット）で調達する場合に分けて整理し、規定している

※サブユニットのデータ要件・連携要件への反映

－－○

標準化基本方針（令和４
年10月）の「5.1.1.2分割
調達を可能とする標準準
拠システムの機能標準
化基準」による対応

分割調達対応1

【対応完了】
デジタル庁より令和５年３月時点の標準仕様書に規定する
業務として、「国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、
国民年金、児童手当、印鑑登録、軽自動車税」が指定され
たことから、デジタル庁より示された横並び調整方針になら
い、規定している
なお、２月WT後の変更点は５頁に記載している

○－－
政府方針（引越しOSSを
実現するための機能）の
対応

引越しワンストッ
プサービス対応

2

【対応完了】
介護保険ワンストップサービスの対象となる申請事務にお
ける帳票について、プリセット様式と整合させるため、帳票
レイアウトの変更及び項目を追加している

※追加した管理項目のデータ要件・連携要件への反映

－－○
政府方針（行政手続のオ
ンライン化に寄与する機
能）の対応

ぴったりサービ
スのプリセット様
式対応

3

【対応完了】
帳票レイアウトの公金受取口座欄を変更している

－－○
政府方針（公的給付支給
等口座情報を利用する
機能）の対応

公金受取口座欄
の見直し

4

○ 各検討論点に対して、標準仕様書第2.1版案で対応した内容及び残課題は、以下のとおりである。

１．標準仕様書第2.0版から第2.1版案の対応内容と残課題（1/3）

※ デジタル庁のデータ要件・連携要件（基本データリスト、機能別連携仕様）への反映は、令和５年３月の改版で対応予定とのこと
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第2.1版案への反映内容と残課題

検討時期

検討の概要検討の論点No ２
月
WT

11
月
WT

10
月
WT

【対応完了】
デジタル庁から厚生労働省へ依頼のあったものについて、
管理項目の追加や要件の考え方・理由欄へ説明を追記し
ている
※２月WT後の第2.1版案の主な変更内容は、６頁以降に記載している

○－－
基本データリスト、機能
別連携仕様との整合対
応

データ要件・連
携要件との整合
対応

5

【対応完了】
デジタル庁から厚生労働省へ依頼のあった29件の見直し
案のうち、24件について標準オプション機能に変更している

○－－
デジタル庁で整理する
「機能要件の実装類型の
見直し案」の対応

過剰な機能の標
準オプションへ
の変更対応

6

【対応完了】
デジタル庁から 「標準仕様書間の横並び調整方針」（令和
５年２月改訂版（案））が示され、該当する部分を機能・帳票
要件に反映している

○－－
横並び調整方針の改定
に伴う対応

横並び調整方針
対応

7

1,374件の意見について、意見集約を実施している
【対応完了】

・第2.1版案へ反映：137件
・意見へ回答し完了：1,235件

【残課題】
・継続検討：２件（事業所情報の一括登録）
→事業所情報の一括登録にて利用が想定されるマスタ情報としては、
国保連合会にて管理されている事業所台帳情報や介護サービス情報
公表システムにて管理されている介護事業所情報等があり、調整に
時間を要するため、継続検討としている。

○－－
全国照会の意見に対す
る意見集約の内容、第
2.1版案への反映内容

令和４年度下期
全国照会対応

8

１．標準仕様書第2.0版から第2.1版案の対応内容と残課題（2/3）

なお、No.５～８の第2.1版案に反映した内容のデジタル庁のデータ要件・連携要件（基本データリスト、機能別連携仕様）への反映は、
令和５年３月の改版で対応予定とのこと
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第2.1版案への反映内容と残課題

検討時期

検討の概要検討の論点No ２
月
WT

11
月
WT

10
月
WT

【対応完了】
86件中80件対応している
※２月WT後の第2.1版案の主な変更内容は、６頁以降に記載している

【残課題】
・継続検討：６件（事業所情報の一括登録）
※No.8と同趣旨の課題

○○○
検討会・ WT ・ベンダ分
科会のご意見（未対応事
項）の対応

検討課題事項9

【対応完了】
219件中215件対応している
※２月WT後の第2.1版案の主な変更内容は、６頁以降に記載している

【残課題】
・継続検討：１件（事業所情報の一括登録）
※No.8と同趣旨の課題

・継続検討：３件（介護情報基盤等）
→介護情報基盤等の施策が制度改正等により示された際に

反映要否等を含め検討とするため、継続検討としている。

○－○
令和３年度・４年度上期
全国照会のご意見（継続
検討事項）の対応

継続検討事項10

93件の意見について、意見集約を実施している
※２月WT後の第2.1版案の主な変更内容は、６頁以降に記載している

【対応完了】
・第2.1版案へ反映：16件
・意見へ回答し完了：77件

－－－
２月WT意見の意見集約
の内容と第2.1版案への
反映内容

その他

11

【残課題】
指定都市以外の市町村に影響がないように、指定都市用
として第2.1版を策定（予定）し、令和５年３月末に公表する
予定

－－－

デジタル庁による「標準
仕様の指定都市におけ
る課題等検討会」の意見
対応

12

１．標準仕様書第2.0版から第2.1版案の対応内容と残課題（3/3）

なお、No.９～12の第2.1版案への反映に伴う、デジタル庁のデータ要件・連携要件（基本データリスト、機能別連携仕様）への反映は、
令和５年３月の改版で対応予定とのこと
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２．２月WT後の第2.1版案への反映内容（引越しワンストップサービス対応）

○ 引越しワンストップサービス対応として、２月WT後に第2.1版案へ反映した内容は以下のとおりである。

２月WTから変更実装区分／機能要件 ※赤字は２月WT時点からの変更点機能ID(旧)機能名No

変更なし
◎：実装必須機能
転入前に、住民記録システムから転出証明書情報（番号利用法で規定す
る個人番号を除く。以下同じ。）に関係する情報を取得できること。

1.1.47.
転入予定者の転出証明
書情報の受領機能

1

文言の見直し

◎：実装必須機能
マイナポータル等から送信された転入予約情報又は転居予約情報のうち、
来庁予定者の受入れ事前準備に用いる情報を、申請管理機能（「地方公
共団体の基幹業務システムの共通機能に関する標準仕様書」において規
定する申請管理機能をいう）から取得できること。

1.1.48.
申請管理システムから
の転入予約および転居
予約情報の受領機能

2

新規追加
◎：実装必須機能
マイナポータルで付された符号により、取り込んだ転出証明書情報と転入
予約情報を紐付けて管理できること。

1.1.50.
転出証明書情報と転入
予約情報を紐付けて管
理する機能

3

変更なし
◎：実装必須機能
転入予約情報、転居予約情報及び転出証明書情報を当該情報のデータ
項目により検索ができ、画面又は帳票に出力できること。

1.3.73.
転入予約情報、転居予
約情報および転出証明
書情報の表示機能

4

文言の見直し

○：標準オプション機能
来庁予定者の受入れ事前準備として、転入、転居提出時に併せて行われ
る手続の届出等に、転出証明書情報、転入予約情報および転居予約情
報を基に必要な情報を印字したうえで出力できること。

＜介護保険資格取得・異動・喪失届＞
■帳票詳細要件 シート：資格-01■

1.3.74.
届出帳票のプレプリント
機能

5

新規追加

◎：実装必須機能
申請管理機能から転入予約又は転居予約の取消申請を受理した場合、
マイナポータルで付された受付番号（「ぴったりサービス_外部インターフェ
ース仕様書」において規定する受付番号をいう。）を用いて対応する転入
予約情報又は転居予約情報を削除できること。また、転入予約の取消申
請においては、削除される転入予約情報に対してマイナポータルで付され
た符号を用いて、対応する転出証明書情報を削除できること。

1.1.51.
取消申請に係る処理機
能

6



第2.1版案の変更内容意見概要No

ご意見を踏まえ、文字縮小等により文字溢れは発生しない想定ではあります
が、印字する文字が小さくなり判読不能になる場合は該当欄を空白とし気づ
ける要件を追加いたしました。

○変更箇所
・本編 ２．帳票詳細要件 ⑧に「機能・帳票要件に個別に定める場合を除

き、」を追加。
・機能ID(旧)  1.6.31.に機能を追加

＜変更内容＞
本編 ２．帳票詳細要件（35/40ページ）

機能・帳票要件（1.介護保険共通）機能ID(旧) 1.6.31.

文字数についてはデータ要件にて桁数が300と定められています。また、
帳票への印字については、「印字枠の範囲に収まるように文字サイズを縮
小や改行をして印字すること。」としているため、帳票へのカスタマイズを
行うことなく対応可能と考えます。
帳票上には、データ項目「保険者名」の桁数最大300を印字するスペース
はありません。文字サイズの縮小や改行をして、印字できるものではあり
ません。保険者名は、それほど長いということがありえないために、特に問
題ありません。
考え方や留意事項の背景に、帳票上で文字切れさせない、ということがあ
るとは思いますが、実際、標準仕様書の帳票レイアウトが、「データ要件の
データ項目の桁数」を印字できるようなレイアウトになっているのでしょうか。
例えば、氏名や住所でも、最小7ポイントにすることで、データ項目の桁数
分印字できるのでしょうか。印字不可だと思います。
最小7ポイントで、印字しても高齢者の方が印字内容を確認できるのでしょ
うか。

文字溢れ対応が不要になる説明として、以下の記載がありました。
文字数が多くなる場合に、送付先情報を活用することで、文字溢れ対応が
不要になる理由が分かりませんでした。標準仕様書にも活用方法につい
て記載はなかったと思います。氏名（英字）や住所の文字数が多くなる場
合に送付先情報を活用して、文字溢れ対応が不要になる理由について、
補足・説明の追加をお願いします。
※送付先情報に略称（短縮形）の氏名や住所を登録しておくということであ
れば、住民記録システム等でも、文字溢れ対応は不要になると思います。
----------------------------------------
○窓空き宛名部分

氏名（英字）や住所の文字数が多くなる場合は、送付先情報を活用して
いただく。
○その他の部分

印字枠を広げて、文字縮小を低減させるために、気にされている印字項
目を示していただく。

なお、住民記録システム等では、文字溢れ対応としておりますが、介護保
険システムでは当対応により文字溢れ対応を不要としております。

1

6

２．２月WT後の第2.1版案の主な変更内容（本編・介護保険共通①）

○ ２月WTの意見について、第2.1版案への主な反映内容は以下のとおりである。

本編に、赤文字を追加

個別の要件を追加
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２．２月WT後の第2.1版案の主な変更内容（本編・介護保険共通②）

○ ２月WTの意見について、第2.1版案への主な反映内容は以下のとおりである。

第2.1版案の変更内容意見概要No

ご意見を踏まえ、機能ID(旧) 1.1.3.の連携（照会）する情報に連絡先
情報を追加しました。

【機能ID(旧) 1.3.12.】
他システムからの連絡先情報を取り込む必要があることから、対象
者の連絡先情報の登録・修正・削除・照会処理について、一括登録
を行う機能を追加してほしい。

2 ＜変更内容＞

AI-OCRやRPA等を利用してデータ化された申請書・届出情報を一括
して登録する機能として、介護保険共通に機能ID(旧) 1.4.18.として、
以下のように標準オプション機能を追加しました。

AIやOCR・RPA等の利活用について
業務従事者の事務負担軽減や、住民サービス向上の観点から、AI
やOCR・RPA等の技術の利活用について、仕様書上で触れてほし
い。（本仕様書の目指す姿とも合致すると考えられるため。）

OCR等でデータ化された連続する申請情報（帳票詳細要件で規定
される項目）を取込み、対象者の情報として自動的または手動で指
定してシステムに登録できること。
≪理由≫
政令市規模の申請対応にあたって、情報の確認及び申請者のやり
取りの効率化が、住民サービス向上に必須であるため。

他 多数

3

＜変更内容＞

対象する情報を追加

個別の要件を追加
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２．２月WT後の第2.1版案の主な変更内容（本編・介護保険共通③）

○ ２月WTの意見について、第2.1版案への主な反映内容は以下のとおりである。

第2.1版案の変更内容意見概要No

ご意見を踏まえ、機能ID(旧)  1.2.1.にて管理項目「組織単位コード」は標準オ
プション機能としておりますので、機能ID(旧)  1.6.22.の※２は標準オプション
機能に見直しました。

【機能ID(旧)  1.6.22.】
中小規模団体では、印刷場所単位毎に、通知書の固定文
言を管理しなくても、十分に運用できるため、※2を実装必須
から標準オプションに変更してほしい。

4

＜変更内容＞

ご意見を踏まえ、機能ID(旧)  1.2.1.にて管理項目「組織単位コード」は標準オ
プション機能としておりますので、機能ID(旧)  1.6.23.の※２は標準オプション
機能に見直しました。

【機能ID(旧) 1.6.23.】
中小規模団体では、印刷場所単位毎に、通知書の固定文
言を管理しなくても、十分に運用できるため、※2を実装必須
から標準オプションに変更してほしい。

5

＜変更内容＞

介護保険
システム

認定審査会
システム

0230240 1.6.22. 通知書等の固定文言（教示文全体を含む）を管理できること。

※1 各帳票のシステム印字項目単位に設定できること
 ※2 ※1に加え、管轄や所属等の印刷場所単位に設定できること
※32 印字有無、文言を設定できること
※43 文言は、次の管理ができること
　・複数行（改行付き）を管理できること
　・先頭文字に全角空白文字を設定できるなどインデントに対応できること
　・半角文字、英数、記号など、一般的な通知書における文言に対応できるこ
と
　※文字の強調（ボールド、アンダーライン、文字サイズ等）は含まない

◎ ◎ 固定文言の管理は、データ要件においては
「文言マスタ情報グループ」のデータ項目
が該当する。市区町村コード、帳票コー
ド、文言印字番号、文言出力順を主キーと
し、1つの文言明細の文言桁数は全角・半
角のそれぞれ300文字とする。
例えば、「不服の申立て及び取消訴訟」文
が550文字ある場合は、文言出力順：1は
300文字、2は250文字のように分割して管
理すること。
なお、機能ID 1.6.23.0230242、0230243も
同様の管理とする。従って自由記載欄にお
いても同様となる。

0230241 1.6.22. 通知書等の固定文言（教示文全体を含む）を管理できること。

※ 管轄や所属等の印刷場所単位に設定できること

○ ○

実装区分
要件の考え方・理由機能要件

機能ID
（旧）

機能ID
（新）

介護保険
システム

認定審査会
システム

0230242 1.6.23. 通知書等への印字項目等を管理できること。

※1 各帳票のシステム印字項目単位に設定できること
 ※2 ※1に加え、管轄や所属等の印刷場所単位に設定できること
※32 印字有無、印字する管理項目、前付加文言、後付加文言を設定できるこ
と
※43 システム印字項目１箇所に対して※32を複数設定できること
※54 ※43にて複数設定された場合、設定単位に改行を付与して印字されるこ
と

◎ ◎ 当設定により、例えば給付管理の「介護保
険　高額介護（予防）サービス費支給（不
支給）決定通知書」の備考欄へ次のとおり
印字できる。

例）支給済金額を印字する場合、以下のよ
うに設定する。
　　・印字有無：有
　　・印字項目：支給済金額
　　・前付加文言：「支給済金額：」
　　・後付加文言：「円」

　備考欄への印字は、以下のようになる。
　「支給済金額：5,000円」

0230243 1.6.23. 通知書等への印字項目等を管理できること。

※ 管轄や所属等の印刷場所単位に設定できること

○ ○

実装区分
要件の考え方・理由機能要件

機能ID
（旧）

機能ID
（新）

※2の記載を
標準OPに移動

※2の記載を
標準OPに移動
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２．２月WT後の第2.1版案の主な変更内容（保険料関連①）

○ ２月WTの意見について、第2.1版案への主な反映内容は以下のとおりである。

第2.1版案の変更内容意見概要No

ご意見を踏まえ、帳票出力に関する機能要件は帳票単位に機能IDを分割し
ました。なお、実装必須機能は分割有無にかかわらず、実装する必要がある
機能になりますので、現状のままとしています。

※ 上図以外にも標準オプション機能としている帳票すべてに対して、機能ID
を分割する対応を同様に行っております。

3.保険料賦課 3.1保険料賦課共通
機能ID（旧） 3.1.21 標準オプション

機能IDの中に複数の様式が示されていますが、標準オプシ
ョン機能として対応する場合、全ての様式に対応する必要が
ありますか？

他の機能IDにも同様。
1機能IDで複数の様式が記載されている機能要件について
は、一部の様式のみ対応することも許容できるように全体的
に記載を見直していただきたい。

1

機能ID(旧) 3.1.30.に国民年金システムへ特別徴収者情報を提供する連携
要件を追加しました。

国民年金システム側からの連携機能の要件追加依頼により、
追加。

2 ＜追加内容＞

標準OPの帳票出力に
関する機能要件を分割

機能ID
（新）

機能ID
（旧）

機能要件 実装区分

0230359 3.1.30. 国民年金システムに、介護保険システムで管理する特別徴収者情報（宛名番号
及び基礎年金番号等）を提供する。

○
連携要件を追加
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２．２月WT後の第2.1版案の主な変更内容（保険料関連②）

○ ２月WTの意見について、第2.1版案への主な反映内容は以下のとおりである。

第2.1版案の変更内容意見概要No

ご意見のとおり、誤解がない表現とすべきですので、機能ID(旧)  
3.3.3.の表現を見直しました。

＜修正前＞
・・・か「前年保険料段階を使用」かを選択できること。
＜修正後＞
・・・か「前年度の所得情報を使用」かを選択できること。

【機能ID(旧)  3.3.3.】
平準化する際の算定根拠について、当年度は所得情報を使用して
いますが、前年度は所得情報ではなく、保険料段階を使用している
のには何か理由があるのでしょうか。
介護保険料は3年ごとに見直すことになっているため、改正前後の
年度では、保険料段階の基準が大きく変わることが考えられます。
それらを踏まえると、より平準化の精度を上げるため、前年度の所得
情報から当年度の保険料段階を判定した方が適切だと思います。3

＜変更内容＞

ご意見のとおり、減免に関する通知にて必要となる管理項目が標準オプシ
ョン機能に変更したこと、又、賦課-01「納入通知書（保険料額決定通知書）
兼特別徴収開始通知書」や賦課-02「納入通知書（保険料額変更通知書）
兼特別徴収額変更通知書、特別徴収中止通知書」にて減免額等は通知可
能であることから、賦課-08「介護保険料減免決定通知書」、及び、賦課-09
「介護保険料減免取消通知書」の出力機能は標準オプション機能に変更し
ました。

【機能ID(旧)  3.8.4.、3.8.5.】
保険料減免に関する管理項目（減免申請日や減免決定年月
日他）が標準オプション扱いに変更になった。これに合わせて
「介護保険料減免決定通知書」や「介護保険料減免取消通知
書」の印刷機能も標準オプション扱いにすべきではないか。

4 ＜変更内容＞

機能ID
（新）

機能ID
（旧）

機能要件 実装区分

0230370 3.3.3. 仮徴収額の平準化の対象は「6月および8月の徴収額」と「8月の徴収額」の2通
りの運用から選択できること。
また、仮徴収額の平準化の対象が「8月の徴収額」の場合、仮徴収額の平準化
の保険料段階算出時には、「当年度の所得情報を使用」か「 前年保険料段階前
年度の所得情報を使用」かを選択できること。

◎

機能ID
（新）

機能ID
（旧）

機能要件 実装区分

0230402 3.8.4. 保険料減免対象者について、「介護保険料減免決定通知書」を出力できるこ
と。

■帳票詳細要件 シート：賦課-08■

○

0230403 3.8.5. 保険料減免取消対象者について、「介護保険料減免取消通知書」を出力できる
こと。

■帳票詳細要件 シート：賦課-09■

○

表現を見直し

標準OPに変更
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２．２月WT後の第2.1版案の主な変更内容（保険料関連③）

○ ２月WTの意見について、第2.1版案への主な反映内容は以下のとおりである。

第2.1版案の変更内容意見概要No

ご意見を踏まえ、機能ID(旧)  5.4.1.実装必須の管理項目について、以下のとおり見直しました。
「処分管理日」

⇒「処分執行日」と同義の項目のため、項目削除
「処分決裁日」「処分起案日」

⇒時効管理に影響しない項目であるため、標準オプション機能へ実装区分を変更
「処分管理理由コード」

⇒「不納欠損事由コード」と同義の項目のため、項目削除
「処分管理区分コード」

⇒不納欠損の状態（不納欠損、欠損停止等）を管理する想定のため、項目名を「不納欠損状態コ
ード」へ見直し、実装区分は実装必須のままとする

また、併せて、機能ID(旧)  5.1.1.実装必須の管理項目について、以下のとおり見直しました。
「処分決裁日」「処分起案日」

⇒時効管理に影響しない項目であるため、標準オプション機能へ実装区分を変更
「処分管理理由コード」

⇒項目名を「不納欠損事由コード」へ見直し、実装区分は実装必須のままとする

＜変更内容＞

【機能ID(旧)  5.4.1.】
以下の管理項目について、実装必
須から標準オプションに変更して頂
きたい。

＜管理項目＞
・処分管理日
・処分決裁日
・処分起案日
・処分管理理由コード
・処分管理区分コード

5
機能ID
（新）

機能ID
（旧）

機能要件 実装区分

0230495 5.4.1. 滞納処分や不納欠損等の状況が登録・修正・削除・照会できること。

【管理項目】
・被保険者番号
・滞納期別（賦課年度、調定年度、徴収方法区分コード、期別 、時効年月日、
不納欠損年月日、不納欠損事由コード、不能欠損状態コード、保険料収納日、
調定月）
・滞納処分状況（処分執行日、処分コード、処分事由コード、処分内容 、処分
 管理日、処分決裁日、処分解除日、処分解除事由コード、処分解除事由 、処分
 管理理由コード、処分管理区分コード）
 ・時効更新日　・時効更新猶予事由コード
 ・時効起算日原因区分コード　・時効停止開始日　・時効停止終了日

※ 履歴管理できること

◎

0230496 5.4.1. 滞納処分や不納欠損等の状況が登録・修正・削除・照会できること。

【管理項目】
・債権種別コード
・配当・換価情報（換価金額、債権者の住所・名称、首長が確認した債権額、
配当順位、配当金額、交付期日、交付場所）
・充当情報（交付要求（参加差押）先執行機関、交付要求（参加差押）・差押
年月日、受入金額）
・繰上徴収情報（変更後納期限、繰上徴収する理由）
・換価猶予情報（換価猶予区分※2、換価猶予期間、申請理由、担保有無、担
保または担保無の理由、換価猶予取消期間、取消事由）
・滞納処分状況（処分起案日、処分決裁日）

※1 不納欠損の一括登録もできること
※2 換価猶予区分は、職権による換価猶予か申請による換価猶予かを識別でき
ること

○

管理項目を見直し
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２．２月WT後の第2.1版案の主な変更内容（受給者管理）

○ ２月WTの意見について、第2.1版案への主な反映内容は以下のとおりである。

第2.1版案の変更内容意見概要No

ご意見を踏まえ、機能ID(旧)  6.3.1.の管理項目「給付制限状態区分コード」及
び機能ID(旧)  6.3.2.の管理項目「一時差止状態区分コード」を標準オプション
機能から、実装必須機能へ変更しました。
給付制限の状態により、適用期間の設定要否等が変わるため、管理項目と
しては必須と想定しておりますが、標準オプション機能としている「償還払い
化」「一時差止」「控除適用」のうち、「控除適用」は運用により決定（適用）状
態のデータのみを管理する場合も想定されるため、標準オプション機能のま
まとし、「償還払い化」「一時差止」は実装必須へ変更しました。

【機能ID(旧)  6.3.1.、6.3.2.】
管理項目の給付制限状態区分コード、一時差止状態区分コ
ードについて、実装必須と標準オプションになっている機能
が混在しているため、どちらかに統一してほしい。

1

＜変更内容＞
機能ID
（新）

機能ID
（旧）

機能要件 実装区分

0230595 6.3.1. 保険料の滞納期間が1年以上経過した被保険者（※1）に対する、保険給付にお
ける支払方法変更（償還払い化）について以下の給付制限情報が登録・修正・
削除・照会できること。

※1 法第66条第２項の規定により、政令で定める特別の事情があると認める場
合を除き、滞納期間が１年未満でも対象とできる

【管理項目】
・被保険者番号　・支払方法変更適用決定日　・適用期間（開始日・終了日）
・給付制限状態区分コード　・支払方法変更通知書発行日
 ・弁明書提出期限日

※2 履歴管理できること

◎

0230597 6.3.2. 保険料の滞納期間が1.5年以上経過した被保険者（※1）に対する、償還・高額
申請の保険給付支払の一時差止について以下の給付制限情報が登録・修正・削
除・照会できること。

※1 法第67条第２項の規定により、政令で定める特別の事情があると認める場
合を除き、滞納期間が1.5年未満でも対象とできる

【管理項目】
・被保険者番号　・一時差止適用決定日　・適用期間（開始日・終了日）
・一時差止状態区分コード　・一時差止通知書発行日
 ・差止めの対象となる介護サービス　・差止めの対象となる給付額
・一時差止めの給付費の内容（利用月、サービスの種類、給付額）

※2 履歴管理できること

◎

給付制限状態区分コードを
実装必須に見直し

一時差止状態区分コードを
実装必須に見直し
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２．２月WT後の第2.1版案の主な変更内容（給付管理）

○ ２月WTの意見について、第2.1版案への主な反映内容は以下のとおりである。

第2.1版案の変更内容意見概要No

制度として明記のある情報のため、実装必須機能と整理していましたが、マスタ
管理せずに情報を管理することも可能と認識しますので、ご意見を踏まえ、標準
オプション機能へ変更しました。

【機能ID(旧) 8.1.10.】
当情報は、利用者負担減免情報等を入力する際に、

初期表示等するため情報であり、当内容は、いわゆる
便利機能の位置づけになると考えられるので、標準オ
プションでいいのではないか。
【機能ID(旧) 8.1.11.】

当内容は、制度に基づいた上限額があり、市町村でメ
ンテナンスすることはないと考えられるため、登録・修
正・削除・照会等できる機能は、標準オプションとしても
いいのではないか。
【機能ID(旧) 8.1.12.】

当情報は、システム上管理しておく必要がないと考え
られるため、標準オプションとしてもいいのではないか。

1

機能ID(旧) 8.6.1.の管理項目「審査自庁区分コード」について、委託運用の場合に
一部自庁で処理するケースを想定し定義しましたが、自治体により一部自庁処理
をする運用も行わないことが想定されるため、標準オプション機能に見直しました。
また、管理項目「国保連合会提出区分コード」についても、「審査方法区分コード」
より再提出等の詳細な状況を管理することを想定したコードですが、自治体により
必要性が異なるため、標準オプション機能に見直しました。

【機能ID(旧) 8.6.1.】
以下の管理項目について、削除、または実装必須から
標準オプションに変更して頂きたい。

＜管理項目＞
・審査自庁区分コード
・国保連合会提出区分コード

2

ご意見を踏まえ、以下の帳票レイアウトにつきまして、個人番号の記載欄を追加
しました。
【対応帳票】

給付-11.介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修支給申請書
給付-13.介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請書
給付-15.介護保険居宅介護（介護予防）サービス費等支給申請書（償還払用）
給付-17.介護保険特定入所者介護（介護予防）サービス費等支給申請書
給付-30.介護保険高額介護（予防）サービス費支給申請書
総合-04.介護予防・日常生活支援総合事業費支給申請書（償還払用）
総合-07.高額介護予防サービス費相当事業費支給申請書

公金受取口座について、保険料還付請求書以外の申
請書についても公的受取口座希望者の個人番号を記
載する欄を追加してほしい。

3

機能ID
（新）

機能ID
（旧）

機能要件 実装区分

0230850 8.1.10. 利用者負担減免率について、登録・修正・削除・照会できること。

【管理項目】
・減免の種類コード　・有効開始日　・有効終了日　・減免給付率

※ 履歴管理できること

○

0230851 8.1.11. 高額介護サービス費上限額について、登録・修正・削除・照会できること。

【管理項目】
・高額負担上限額所得区分コード
・有効開始日　・有効終了日　・高額利用者負担上限額

※ 履歴管理できること

○

0230852 8.1.12. 特定入所者介護サービス費基準費用額について、登録・修正・削除・照会でき
ること。

【管理項目】
・特定入所者介護サービス区分コード
・有効開始日　・有効終了日
・食費（（介護予防）短期入所生活（療養）介護）

○

標準OPに変更
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２．２月WT後の第2.1版案の主な変更内容（総合事業）

○ ２月WTの意見について、第2.1版案への主な反映内容は以下のとおりである。

第2.1版案の変更内容意見概要No

制度として明記のある情報のため、実装必須機能と整理していましたが、
マスタ管理せずに情報を管理することも可能と認識しますので、ご意見を
踏まえ、標準オプション機能へ変更しました。

【機能ID(旧)  10.1.10.】
当内容は、制度に基づいた上限額があり、市町村でメンテナン
スすることはないと考えられるため、登録・修正・削除・照会等
できる機能は、標準オプションとしてもいいのではないか。

1
＜変更内容＞

連携する情報名を「介護予防・生活支援サービス事業対象者情報」に
見直しました。

【機能ID(旧) 10.2.9. 、10.2.10.】
機能別連携仕様の修正に伴い、連携する情報名を修正。

2

＜変更内容＞

機能ID
（新）

機能ID
（旧）

機能要件 実装区分

0231141 10.1.10. 高額介護予防サービス費相当事業上限額について、登録・修正・削除・照会で
きること。

【管理項目】
・高額負担上限額所得区分コード　・有効開始日　・有効終了日
・高額利用者負担上限額

○

機能ID
（新）

機能ID
（旧）

機能要件 実装区分

0231155 10.2.9. 地域包括支援センターに、 各種情報（被保険者情報、基本チェックリスト情
 報）介護予防・生活支援サービス事業対象者情報を提供する。

※1 地域包括支援センターのインタフェース仕様書「保険者（市町村）－地域
包括支援センター間インタフェース仕様書」に準拠すること
※2 データの抽出処理は随時での運用も可能なこと

○

0231156 10.2.10. 地域包括支援センターに、 基本チェックリスト情報介護予防・生活支援サービ
ス事業対象者情報を照会する。

※1 地域包括支援センターのインタフェース仕様書「保険者（市町村）－地域
包括支援センター間インタフェース仕様書」に準拠すること
※2 データの取込処理は随時での運用も可能なこと

○

連携する情報名を見直し

標準OPに変更


